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佐井村の概況

佐井村は、青森県下北半島（本州最北端に位置し、四方を海に囲まれた「まさかり」の形をした半島）の
西側に位置し、津軽海峡に沿って南北を底辺とする細長い三角形をなし、「まさかり」に例えるなら刃の部
分となり、津軽海峡を隔てて北海道渡島と相対しています。地形は、概して峻険平坦地が少なく、ほとんど
が山地となっており、川沿いに広がるわずかな平坦地や入り江に、海岸線に沿って８集落、山間部に１集落
が点在しています。

村役場の所在地か
ら牛滝までの距離は
約３０キロあるが地
理的な道路事情から、
所用時間は車で約５
０分（冬季間は約６
０分）を要する。
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人口の推移・推計と年齢構成

本村においては、昭和３０年（１９５５）の
５，６４２人をピークに他地域より数十年早い
スピードで減少傾向が続いており、令和２年
（２０２０）国勢調査では、１，９２５人と
なっています。

今後も人口減少が見込まれ、令和１２年（２
０３０）には１，４０３人、令和２７年（２０
４５）には８４２人と推計されています。

また、年齢構成において、１５歳未満の年少
人口割合では、昭和３０年（１９５５）は、全
体の４２．８％が、令和１２年（２０３０）で
５．３％となっており、１５歳から６５歳未満
の生産年齢人口割合は、昭和３０年（１９５
５）は、全体の５２．２％が、令和１２年（２
０３０）で４２．７％となっており、６５歳以
上の老年人口割合は、昭和３０年（１９５５）
は、全体の５．０％が、令和１２年（２０３
０）で５２．０％とそれぞれ推計されています。

【直近の状況】令和７年８月末時点
〇人口 １，５７７人
・うち６５歳以上 ７８１人（４９．５％）
・うち１５歳未満 ８７人（ ５．５％）

〇牛滝地区の状況 世帯数：４３世帯 人口：８７人
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（２）児童生徒数の状況 ※令和７年８月末現在

※（佐井小）２・３年と５・６年は、複式学級となっている

学校名 設置状況 備 考

佐井小学校 存続

佐井中学校 存続

牛滝小学校 ①休校 ②再開 ①平成３１年度～ ②令和５年度～

牛滝中学校 ①休校 ②再開 ①令和３年度～ ②令和７年度～

原田小学校 閉校（統廃合） 平成１７年度 佐井小へ

磯谷小・中学校 閉校（統廃合） 平成１７年度 佐井小・中へ

長後小・中学校 閉校（統廃合） 平成１７年度 佐井小・中へ

福浦小・中学校 閉校（統廃合） 平成３０年度 佐井小・中へ

学校教育の状況等

本村の状況等
村教育委員会では、学校統合の背景である社

会的な少子化の進行により、小・中学校の通学
距離、学校規模、学校維持管理費、教育効果等
を総合的に考慮しつつ、適正規模・配置化を図
るため統廃合を実施してきました。
近年の動向と現在の状況等は次のとおりと

なっています。

（１）近年の動向と現在の配置状況

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年

小学校 ９ ２ ８ ４ １１ ３

（うち牛滝） １

中学校 ７ １０ ７

（うち牛滝） １

Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２
小学校 ９ ７ ６ ３ ９ ６
（うち牛滝） １ １
中学校 ７ ３ １１ ４ ８ ２
（うち牛滝） １

（３）今後の入学者数の状況 ※Ｒ７．４．１基準
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学校規模・配置の適正化に関する基本的な考え方

少子化に対応した学校規模の適正化は全国的に大きな
課題となっており、学校設置者である市町村は、主体的
な検討を行うことが求められています。
しかしながら、地域コミュニティの核としての性格を

有することが多い学校の統合の適否の判断は、教育的観
点のみならず、地域の様々な事情を総合的に考慮して検
討すべき困難な課題であります。

（１）教育的な観点
文部科学省では、義務教育段階の学校の役割として、

社会的自立に向けて、人間として、また、家族の一員、
社会の一員として、更には国民として共通に身につける
べき基礎・基本を着実に学習し定着させることを目標と
しており、このため、学校では、単に教科書等の知識や
技能を習得させるだけではなく、児童生徒が集団の中で
多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨す
ることを通じて思考力や表現力、判断力、問題解決能力
などを育み社会性や規範意識を身につけさせることが重
要であり、そのためには一定の規模の児童生徒集団の確
保やバランスのとれた教職員集団が配置されることが望
ましいとしている。

（２）地理的要因や地域事情による小規模校の存続

山間へき地、離島といった地理的な要因や、過疎地な
ど学校が地域コミュニティの存続に決定的な役割を果た
している等の様々な地域事情により、学校統合によって
適正規模化を進めることが困難であると考える地域や、
小規模校を存続させることが必要であると考える市町村
の判断も尊重される必要があります。

また、児童生徒の通学条件として通学距離・時間を考
慮することが必要で、児童生徒の負担面や安全面などに
配慮し、地域の実態を踏まえた適切な通学条件や通学手
段が確保されるようにする必要があります。

通学距離の国の目安としては、小学校が４ｋｍ以内、
中学校で６ｋｍ以内が妥当とされているが、それを大き
く上回る事案もある。通学時間の調査結果では、１０分
未満～７５分までと幅広いものの、９割以上が１時間以
内となっている。
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佐井村立牛滝小学校「再開」に係る
これまでの取組み（概要）

① 平成３０年 ４月～ 牛滝小学校（休校措置）

② 令和 ３年 ４月～ 牛滝中学校（休校措置）

③ 令和 ３年 ５月 村教育委員会会議（再開年次計画・案）協議

④ 令和 ３年 ５月 村総合教育会議（再開年次計画・案）協議

⑤ 令和 ３年 ５月 村教委・牛滝地区「意見交換会➊」

・令和８年度 再開を想定した年次計画（案）

・休校中の学校施設の維持管理対応

⑥ 令和 ３年 ５月 村議会（再開年度計画・案）情報提供

⑦ 令和 ３年 ６月 牛滝小中学校校舎等維持管理業務（契約締結）

⑧ 令和 ３年 ７月 村教育委員会会議（地区との意見交換会）報告

⑨ 令和 ３年 ７月 村学校教育推進委員会・学校経営部会（情報提供）

⑩ 令和 ３年 ８月 保護者からの在籍希望の意向相談

⑪ 令和 ３年１１月 村・村教委との協議（再開計画の方針等）

⑫ 令和 ３年１１月 村教委・牛滝地区「意見交換会➋

・在籍希望を踏まえた再開計画変更（前倒し）を検討

・学校施設改修に伴う地区センター活用の可能性（快諾）

⑬ 令和 ３年１１月 村教育委員会会議

・在籍希望を踏まえた再開計画変更（前倒し）を検討

・地区との意見交換会の状況報告

⑭ 令和 ３年１１月 下北教育事務所への報告

・現況と今後の見通しを報告し、指導や助言を要請

⑮ 令和 ３年１２月 村議会（再開年度計画の前倒し・案）情報提供

⑯ 令和 ３年１２月 村学校教育推進委員会・学校経営部会（情報提供）

⑰ 令和 ４年 １月 村・村教委との協議（再開計画の方針等）

⑱ 令和 ４年 １月 村教育委員会会議

・開校に伴う整備計画に関する基本方針（案）

⑲ 令和 ４年 １月 村議会（再開計画の進捗状況）報告・協議

⑳ 令和 ４年 ３月 村教育委員会会議（再開計画・議会状況）報告

㉑ 令和 ４年 ４月 牛滝小中学校校舎等維持管理業務（契約締結）

㉒ 令和 ４年 ５月 下北教育事務所との開校に向けた協議

㉓ 令和 ４年 ５月 村総合教育会議（再開年次計画・案）協議

・開校に伴う整備計画に関する基本方針を策定
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⑬ 令和 ３年１１月 村教育委員会会議

・在籍希望を踏まえた再開計画変更（前倒し）を検討

・地区との意見交換会の状況報告

㉔ 令和 ４年 ６月 村教委・牛滝地区「意見交換会➌」

・令和５年度 開校の年次計画（説明）

・施設改修は、経費削減のため必要最小限の施工内容とする

㉕ 令和 ４年 ６月 村議会（再開に伴う整備計画の状況）報告・協議

㉖ 令和 ４年 ７月 村教育委員会会議（地区との意見交換会）報告

㉗ 令和 ４年 ７月 村学校教育推進委員会・学校経営部会（情報提供）

・牛滝小学校開校準備委員会設置の提案と協力依頼

㉘ 令和 ４年 ８月 村教育委員会会議

・牛滝小学校開校準備委員会設置要綱の制定

㉙ 令和 ４年 ８月 第１回 牛滝小学校開校準備委員会を開催

・「施設整備部会」と「運営・環境整備部会」の

所掌事務を推進

㉚ 令和 ４年 ８月 村議会（準備委員会設置、整備計画）報告・協議

㉛ 令和 ４年１１月 村教育委員会会議（準備委員会の進捗状況）報告

㉜ 令和 ４年１１月 村議会（準備委員会の進捗状況）情報提供・報告

㉝ 令和 ４年１２月 村学校教育推進委員会・学校経営部会（進捗状況等）

㉞ 令和 ５年 １月 村教委・牛滝地区「意見交換会➍」

・これまでの経緯

・牛滝小学校開校準備委員会の進捗状況

・牛滝小学校「教育課程編成の方針」案

㉟ 令和 ５年 ２月 保護者との面談

・地区意見交換会を踏まえた意向確認

㊱ 令和 ５年 ２月 地区住民と共同での校舎清掃（地区：１３名参加）

㊲ 令和 ５年 ２月 第２回 牛滝小学校開校準備委員会を開催

・活動報告（まとめ） ※今年度の見込含む
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佐井村立牛滝小学校開校準備委員会設置要綱

（目的及び設置）
第１条 「牛滝小中学校の開校（休校）に伴う整備計画に関する基本
方針」に基づき、令和５年度に再開する当該学校の開校に向けた諸
課題等について意見交換を行い、もって開校の円滑な準備や移行に
資するため、佐井村立牛滝小学校開校準備委員会（以下「準備委員
会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条 準備委員会は、次に掲げる事項について、協議検討・整備を

行う。
（１）学校施設整備に関すること。
（２）学校経営・運営に関すること。
（３）学習環境整備に関すること。
（４）地域協働に関すること。
（５）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

に関すること。

（組織）
第３条 準備委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会
が委嘱する。

（１）村立佐井小学校、村立佐井中学校の校長
（２）前号に掲げる学校の校長が推薦する者
（３）副村長並びに教育長及び生涯学習課職員
（４）前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

（任期）
第４条 委員の任期は、令和５年３月３１日までとする。ただし、委
員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 前項に規定する委員は、教育委員会から委嘱されたものとみなす。

（構成）
第５条 準備委員会に、委員長、副委員長、事務局長及びその他必要な職
を置く。

２ 委員長は教育長、副委員長は副村長、村立佐井小学校長とし、事務局
長には生涯学習課長をもって充てる。

３ 委員長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは又は欠けたと
きは、その職務を代理する。

５ 事務局長は、準備委員会の庶務を処理する。

（会議）
第６条 準備委員会の会議は委員長が招集し、その会議の議長となる。
２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への
出席を求め、意見等を聴取することができる。

（部会）
第７条 準備委員会の第２条に定める所掌事務を具現化するため、次の部
会を置き、その結果を準備委員会に報告するものとする。

（１）施設整備部会
（２）運営・環境整備部会
２ 部会は、準備委員会委員で組織する。

（部会の構成）
第８条 部会長及びその他必要な職を置く。
２ 施設整備部会長は副村長、運営・環境整備部会長は村立佐井小学校長
をもって充てる。

３ 部会長は、各部会の会務を総理する。

（部会の会議）
第９条 部会の会議は、第６条の規定を準用する。
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（補則）
第１０条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な
事項は、教育委員会が別に定める。

附則
（施行期日）
１ この要綱は、公布の日から施行する。
（この要綱の失効）
２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。

牛滝小学校開校準備委員会の活動報告
【準備委員会】 ●８月１９日（金） 第1回準備委員会

●２月２７日（月） 第1回準備委員会

【活動報告】 以下のとおり

（施設整備部会）
〇校舎改修調査・工事実施設計業務
〇教育住宅修繕（大工、電気設備、建具）
〇教員住宅ボイラー・水道設備点検委託業務
〇教育住宅用ストーブ購入
〇校舎、体育館、教育住宅の整理（廃棄）・清掃
●（仮）校舎改修工事 ※Ｒ５（発注）

（運営・環境整備部会）
◎各種計画・方針等の策定（学校歴、指導計画、経営方針など）
〇各種書類等の事務処理（作成、提出、届出など）
〇牛滝地区との意見交換会（経過報告、認識共有、要望など）
〇行政等、校務用ＰＣ等の整備（３月末まで）
〇教材、備消耗品類の整備（３月末まで）
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牛滝小学校の開校に伴う教職員への引継ぎ
現在休校中の牛滝小学校は、令和５年４月１日から開校
（再開）に伴い、４名の教職員（校長、教頭、担任、養
教）が赴任される予定である。
通常であれば、移動する教職員は、現所属校長から口

頭による内々示後、赴任先校長へ連絡し、日程調整のう
えで引継ぎすることが慣例となっているが、当該校は休
校であるため、引継ぎ業務に関して、事前確認したうえ
で対応に備える。
いずれにしても、異例の事案により様々な場面におい

て通常が適用されないことが予想される。赴任される教
職員が少しでも安心・安定した学校運営ができるよう、
村教委として柔軟かつ丁寧な対応を心がける。

【村教委】
〇休校措置のため、当時（令和２年度末）の校長から
教育長が引継ぎを受けている。

〇引継ぎは、村教委（前内山教育長）が行い、生涯学
習課長も同席する。

※教育課程編成の方針（案）、学校間交流などを踏ま
え、佐井小学校長（準備委員会副委員長）に立会い

（同席）いただく。

【教職員】
〇異動発表後の連絡先は、佐井村教育委員会生涯学習
課長とする。（調整済）

〇引継ぎ業務等の日程調整を確認する。
（日時、場所など）

【日程・案】
（期日） ３月２７日（月）
（場所） 役場「第２委員会室」

※その後、現地へ（校舎、住宅等）
（工程）
（１）９：３０～ 校長・教頭引継

参集者：牛滝小校長、牛滝小教頭
前教育長、課長、準備委員会副委員長

（２）１０：１５～ 学校事務引継
参集者：小校長、牛滝小教頭、佐井小事務主任

（３）１１：００～ 転入職員顔合わせ
参集者：牛滝小教職員４名

課長、課長補佐、準備委員会（２名）
～ 昼食・休憩 ～ １２：３０（牛滝へ）

（４）１３：３０～ 校舎一巡、教育住宅内覧
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牛滝小学校の開校にあたり（令和５年４月１日～）

村教育行政の施策などについては、村教育長の意向を
踏まえて方針等に反映しながら運営すべきところである
が、教育長の就任時期が不透明な状況である。
しかしながら、年度末・始めは重要な施策等の方向性

を示していく時期でもあり、事務局として、課題解決や
施策執行の見通し・道筋を模索し、推進していく。
教育長就任の際は、改めて、意向・方針等を考慮しな

がら柔軟に対応していく。
当該案件については、村教委はじめ、村立小中学校間

での緊密な連携強化が求められる。
（１）学校間での行事・授業等交流について

村学校教育推進委員会（学校経営部会）での、情
報・認識共有はもとより、先生同士での意思疎通な
どの連携が重要である。

（２）学校事務について
主に教頭が担当することになると思われるが、村学
校教育推進委員会（環境整備部会）や村立小中学校
事務共同実施推進協議会での取り組みにもあるよう
に、村教委や小中学校事務職員の支援体制・強化は
必須となる。

（３）学校と保護者・地区との連携について
双方の意向などを踏まえ、村教委が調整役となり、
信頼関係構築の一役を担う。

（４）牛滝小学校「開校式」について
日時・内容等は、学校・地区・村長部局など関係者
と調整しながら決定する。
式典は、大規模で対外的なものではなく、身内で

のアットホームな規模で実施。
（時期） 令和５年５月
（参集） 村長、副村長、教育長、教育委員、

村議会議長、村議会議員、
佐井小・中学校長、牛滝小学校教職員、
在籍児童と保護者、牛滝地区総代、
牛滝地区住民

●牛滝小中学校の児童生徒数（見込）
Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14

小学校
（入学）

２ １ ２ ２ ２ ２ ２ ２ １
１ １

中学校
（入学）

１ １ ２ １ １ １
１ １ １

●牛滝小中学校の児童生徒数（見込）
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